
第２回佐久市無居住家屋等対策協議会 次第 

 

日時：平成２９年５月２５日（木） 

                        午後１時３０分から 

会場：佐久市役所 ５０１会議室 

 

１ 開会 

 

 

 ２ 会長あいさつ 

 

 

３ 議題 

（１）無居住家屋等実態調査結果（速報）について【資料１～３】 

 

 

（２）特定空家等判断基準書について【資料４～５】 

 

 

（３）佐久市無居住家屋等対策計画（素案）について【資料６】 

 

 

（４）今後のスケジュールについて【資料７】 

 

 

（５）その他 

 

 

４ 閉会 
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佐久市無居住家屋等対策協議会設置要綱  

 

 （設置）  

第１条  空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第

１２７号。以下「法」という。）第７条第１項の規定に基づき、本

市における無居住家屋等（法第２条第１項に規定する「空家等」

をいう。以下同じ。）の不適切な管理の増加による諸問題に対応し、

関係機関と連携して各種施策の推進について協議するため、佐久

市無居住家屋等対策協議会（以下「協議会」という。）を置く。  

 （協議事項）   

第２条  協議会は、次に掲げる事項について協議する。  

（１）無居住家屋等対策計画（法第６条第１項に規定する「空家等

対策計画」をいう。以下同じ。）の作成に関すること。  

（２）無居住家屋等対策計画の変更に関すること。  

（３）無居住家屋等の利活用に関すること。  

（４）特定無居住家屋等（法第２条第２項に規定する「特定空家等」

をいう。以下同じ。）に対する認定及び措置に関すること。  

（５）無居住家屋等及び特定無居住家屋等に関する必要な調査及び

啓発活動に関すること。  

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項  

 （協議会の委員及び任期）  

第３条  協議会は、委員１６人以内をもって組織する。  

２  委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、

又は任命する。  

（１）地域住民の代表者  

（２）市議会の議員  

（３）法務、不動産、建築等に関する学識経験者  

（４）関係行政機関の代表者又は職員  

（５）前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者  

３  委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。  

４  委員は、再任されることができる。  

 （会長及び副会長）  



第４条  協議会に、会長及び副会長各１人を置く。  

２  会長は、市長をもって充てる。  

３  会長は、協議会を代表し、会務を総理する。  

４  副会長は、委員の中から会長が選任する。  

５  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が

欠けたときは、その職務を代理する。  

 （会議）  

第５条  協議会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて会

長が招集する。  

２  会長は、会議の議長となる。  

３  協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことが

できない。  

４  会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。  

５  協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を

求め、説明若しくは意見を聴き、又は助言を求めることができる。  

 （守秘義務）  

第６条  委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。  

 （庶務）  

第７条  協議会の庶務は、建設部建築住宅課において処理する。  

 （その他）  

第８条  この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な

事項は、別に定める。  

   附  則  

 この要綱は、公布の日から施行する。  

























































 

 

 

 

 

 

佐久市無居住家屋等対策計画

（素案） 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 月 

佐久市 

資料６ 



 

 

（市長あいさつ） 

ごあいさつ文が入ります 
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第１章 無居住家屋等対策計画の主旨 

１．背景 

近年、全国的な人口減少や高齢化、都市化の偏重により、住宅を中心とした

空き家が年々増加しています。適切な管理が行われないまま放置されている状

態の空き家は、防災・防犯・安全・環境・景観の阻害等、多岐にわたる問題を

生じさせることもあり、ひいては地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすことも

あるため、早急な対策の実施が求められております。 

こうした背景から、国では、この空き家問題の解決策として平成２７年５月

に「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下「法」という。）を完全施行

し、国・都道府県・市町村・所有者及び管理者それぞれの責務を定め、空家等

の対策を総合的に推進していくこととしております。 

本市では、市民の生活環境の保全や空き家問題について市の考え方を明確に

し、空家等対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくために、本計

画を作成しました。 

 

２．計画の位置づけ 

この「佐久市無居住家屋等対策計画」（以下「本計画」という。）は、法第６

条の規定に基づき、国が定めた基本指針に即して定めたものです。本市では、

空家等対策を第二次佐久市総合計画における「地域の特徴を生かしたつながり

あるまちづくり」に寄与する一施策として位置づけているため、本計画はこの

施策を効果的に実施するために、本市の実情に合わせて、より具体的な内容を

策定するものです。 

なお、計画の策定にあたっては、最上位計画である第二次佐久市総合計画を

踏まえて、佐久市都市計画マスタープラン等の関連計画と連携・整合しながら、

計画を推進していきます。 
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図表 １：本計画の位置づけ 

 

 

（図表挿入） 
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第２章 空き家の現状と課題 

１．用語の定義 

「空家等」及び「特定空家等」については、法に以下のとおり定められてい

ます。本計画における「空家等」及び「特定空家等」についても、この条文の

定めに準拠するものとします。 

 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作

物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及

びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。 

ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著し

く保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそ

れのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損な

っている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが

不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

 

※本計画における「空き家」・「空家等」などの表現について 

主に第１章・第２章において、使用されていない住宅などについて一般論を述べる場

合や、「住宅・土地統計調査」における表現、平成２８年度までに行われた調査の名称、

調査時点の対象家屋などについては、一般名称である事や、過去の調査報告書等との整

合性に配慮し、「空き家」という呼称を主に使用しています。 

また、主に第３章において、法の内容や法に基づく運用・措置を説明する場合には「空

家等」・「特定空家等」を主に使用しています。 
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２．住宅・土地統計調査からみた空き家の状況 

「住宅・土地統計調査※1」（総務省統計局）による全国、長野県及び佐久市

の空き家率は図表２、３及び４のとおりです。 

長野県の空き家率は、直近の平成２５年調査によると１９.８％であり、別

荘等の二次的住宅※2が多いことなどから山梨県に次いで全国２番目の高水準

にあり、年々増加傾向にあります。 

佐久市の空き家率は、平成２５年時点で２０.６％と県の平均よりもやや高

水準にあります。 

また、「住宅・土地統計調査」の空き家率は、二次的住宅や販売用の物件等

も含まれた数値ですが、放置が懸念される一戸建ての「その他の住宅※3」の空

き家率は図表５、６のとおりで、佐久市の空き家率は、平成２５年時点で１０.

２％と、やはり全国平均、長野県平均よりも高水準にあり、増加傾向にありま

す。 

 

図表 ２：国・県・市の住宅総数 

 
平成１０年 平成１５年 平成２０年 平成２５年 

全 国 50,246,000 戸 53,890,900 戸 57,586,000 戸 60,628,600 戸 

長野県 850,400 戸 890,800 戸 946,300 戸 982,200 戸 

佐久市※4 26,910 戸 27,450 戸 42,380 戸 47,730 戸 

出典：住宅・土地統計調査（総務省統計局） 

  

                                                
※1 住戸に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸 

施策の基礎資料を得ることを目的として、総務省において５年に１回行われている調査 
※2 ふだんは人が住んでおらず、休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅「別荘」と、残業で 

遅くなったときに寝泊まりするなど、たまに寝泊まりしている人がいる住宅である「その他」を含む 
※3 「住宅・土地統計」の分類の一つで、「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「二次的住宅」以外の住宅で、例 

えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すこと 

になっている住宅のほか、空き家の区分の判断が困難な住宅などを含む 
※4 平成 10 年、平成 15 年の住宅総数は、合併前の旧町村の戸数がないため旧佐久市のみの戸数 
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図表 ３：空き家総数 

（別荘、賃貸用住宅、売却用を含むすべての空き家の数）   

 
平成１０年 平成１５年 平成２０年 平成２５年 

全 国 
5,764,100 戸 6,593,300 戸 7,567,900 戸 8,195,600 戸 

(11.5%) (12.2%) (13.1%) (13.5%) 

長野県 
129,800 戸 148,900 戸 183,000 戸 194,000 戸 

(15.3%) (16.7%) (19.3%) (19.8%) 

佐久市※5 
4,720 戸 4,440 戸 8,280 戸 9,850 戸 

(17.5%) (16.2%) (19.5%) (20.6%) 

出典：住宅・土地統計調査（総務省統計局） 

※( )内は住宅総数に占める割合 

 

図表 ４：空き家総数の割合 (空き家総数／住宅総数)  

 

出典：住宅・土地統計調査（総務省統計局） 

 

                                                
※5 平成 10 年、平成 15 年の空き家総数は、合併前の旧町村の戸数がないため旧佐久市のみの戸数 
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図表 ５：空き家の割合 

 (一戸建て「その他の住宅」の空き家総数／住宅総数)  

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住宅・土地統計調査（総務省統計局） 

               ※( )内は住宅総数に占める割合 

 

図表 ６：空き家の割合 

 (一戸建てその他の住宅の空き家総数／住宅総数)  

 

出典：住宅・土地統計調査（総務省統計局）  

 
平成２０年 平成２５年 

全 国 
1,811,900 戸 2,305,400 戸 

(3.1%) (3.8%) 

長野県 
49,000 戸 64,700 戸 

(5.2%) (6.6%) 

佐久市 
3,130 戸 4,890 戸 

(7.4%) (10.2%) 
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３．佐久市の空き家の状況 

本市では、平成２８年度に外観からの目視による現地調査及び所有者等への

アンケート調査を行いました。この結果、本市には３,１０３件の「空き家と

推定される建物」がありました。概要は以下のとおりです。 

（１）地区別の空き家数 

現地調査の結果を地区別に集計すると、図表７のとおりです。 

空き家数は浅間地区が最も多く、ついで臼田地区、望月地区が多くなって

います。また、空き家数を世帯数で除した空き家率は全体で７.６％、地区

別では臼田地区、望月地区が１０％を超える高水準となっています。 

高水準となっている臼田地区、望月地区など、世帯数が減少している地区

は空き家率が高く、対して世帯数の増加率が高い浅間地区は空き家率が低く

なっています（図表７参照）。 

 

図表 ７：実態調査（平成２８年度実施）による地区別における空き家の 

状況 

  

                                                
※6 佐久市ホームページ掲載の「住民基本台帳に基づく行政区別（男女別）人口及び世帯数」による 

地区 

平成 29 年 4月 平成 19 年 4月 
世帯 

増減率 

人口 

増減率 

推定空き家数（件） 

構成比 
空き家率 

（対世帯数） 

不良度ランク
注

 

合計 世帯数
※6 

（世帯） 

人口
※6 

（人） 

世帯数
※6 

（世帯） 

人口
※6 

（人） 
A B C D 

浅間 12,612 30,214 10,476 27,411 20.4% 10.2% 76 276 187 98 637 20.5% 5.1% 

野沢 7,125 17,921 6,696 18,522 6.4% -3.2% 35 164 134 109 442 14.2% 6.2% 

中込 6,651 15,442 6,115 15,614 8.8% -1.1% 35 224 157 93 509 16.4% 7.7% 

東 2,767 6,985 2,668 7,391 3.7% -5.5% 13 82 81 65 241 7.8% 8.7% 

臼田 5,662 13,595 5,764 15,085 -1.8% -9.9% 37 264 164 113 578 18.6% 10.2% 

浅科 2,531 6,153 2,467 6,774 2.6% -9.2% 3 70 69 26 168 5.4% 6.6% 

望月 3,637 9,119 3,643 10,341 -0.2% -11.8% 36 236 131 125 528 17.0% 14.5% 

合計 40,985 99,429 37,829 101,138 8.3% -1.7% 235 1,316 923 629 3,103 100.0% 7.6% 
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注 不良度ランクについて 

実態調査によって判明した空き家と推定される建物について、管理状態に

より、以下のランク判定を行った。 

 

図表 ８：不良度ランク別の建物の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ラン

ク 
建物の状況 

Ａ 損傷等もなく、管理に特段の問題がない建物 

Ｂ 一部に損傷等がみられ、小規模な修繕が必要な建物 

Ｃ 
主体構造部以外に著しい損傷があるか、複数箇所に損傷

がみられ、中～大規模な修繕が必要な建物 

Ｄ 
主体構造部に著しい損傷があるか、複数箇所に著しい損

傷がみられ、大規模な修繕や除却等が必要な建物 
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図表 ９：地区別における空き家数             （単位：件） 

 

 

図表 １０：地区別における世帯増減率と空き家率の関係 
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また、地区別の空き家の特徴は以下のとおりです。 

 

① 浅間地区 

ＪＲ佐久平駅を核として、周辺にアパート、その外周に一戸建て住宅の

新築家屋の増加に伴い、この１０年間において、世帯数で２,１３６世帯、

人口で２,８０３人増加しています。 

一世帯あたりの人数は２.４人となっています。 

空き家数は、全地区の中で最も多くなっていますが、世帯数が多いこと

から、空き家率は最も低くなっています。 

不良度ランク別に見ると、比較的程度の良いＡ・Ｂランクの建物が地区

全体の空き家の５５％（全地区の平均は５０％）であることから、空き家

となってからの年数もあまり経っていない建物が比較的多いと推察され

ます。 

ＪＲ佐久平駅周辺は新興住宅地のため、不良度Ｄランクの建物はほとん

ど無く、旧市街地に不良度Ｃ・Ｄランクの建物が集中しています。 

 

② 野沢地区 

市の中央部から南部に位置し、地区の北東部は既存の住宅地域、南寄り

は山間部となっています。この１０年間において、世帯数は４２９世帯の

増加、人口は６０１人減少しています。 

一世帯あたりの人数は２.８人となっています。 

不良度ランク別に見ると、比較的程度の悪いＣ・Ｄランクの建物の割合

が５５％、また、第三者に危害を与えている建物の割合も２９％（後記図

表１２参照）と、他の地区と比べて若干高くなっていることから、管理水

準の向上が課題と考えられます。 

 

③ 中込地区 

市の中央部の東側に位置し、市役所や消防署のある地域。この１０年間

において、世帯数は５３６世帯の増加、人口は１７２人減少しています。 
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一世帯あたりの人数は２.３人となっています。 

不良度ランク別に見ると、比較的程度の良いＡ・Ｂランクの建物の割合

が５１％とほぼ市全体の合計と同じ割合となっていますが、第三者に危害

を与えている建物の割合が３２％と、地区別には最も高い水準となってい

ることから、それほど著しい損傷は多くないものの、第三者に危害を与え

ている建物の是正が課題と考えられます。 

 

④ 東地区 

市の北東部に位置し、農家住宅を中心とした地域。この１０年間におい

て、世帯数は９９世帯の増加、人口は４０６人減少しています。 

一世帯あたりの人数は２.３人となっています。 

不良度ランク別に見ると、比較的程度の悪いＣ・Ｄランクの建物の割合

が６１％と地区別には最も高い水準となっています。また、第三者に危害

を与えている建物の割合も２８％と、やや高い水準となっていますので、

管理水準の向上が必要な状態です。 

 

⑤ 臼田地区 

市の南東部に位置し、農家住宅を中心とした地域。この１０年間におい

て、世帯数で１０２世帯、人口で１,４９０人減少しており、世帯数の減

少率が最も高い地区です。 

一世帯あたりの人数は２.３人となっています。 

空き家数は、浅間地区に次いで多く、空き家率は望月地区に次いで高く

なっています。 

不良度ランク別に見ると、比較的程度の良いＡ・Ｂランクの建物の割合

が５２％とほぼ平均程度ですが、第三者に危害を与えている建物の割合が

９％と望月地区と並んで最も低く、老朽化した建物があっても第三者に危

害を与える状況になっている建物が少ないと言えます。 
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⑥ 浅科地区 

市の北西部に位置し、人口・世帯数とも最も少ない地区です。この１０

年間において、世帯数は６４世帯の増加、人口は６２１人減少しています。 

一世帯あたりの人数は２.４人となっています。 

空き家数は、全地区の中でもっとも少なく、空き家率は浅間、野沢地区

にに次いで低くなっています。 

不良度ランク別に見ると、比較的程度の悪いＣ・Ｄランクの建物の割合

が５７％とやや高くなっていますが、第三者に危害を与えている建物の割

合は１５％と比較的低く、老朽化した建物があっても第三者に危害を与え

る状況になっている建物が少ないと言えます。 

 

⑦ 望月地区 

市の南西部に位置する地区です。この１０年間において、世帯数で６世

帯、人口で１,２２２人減少しています。 

一世帯あたりの人数は２.５人となっています。 

空き家率が１４.５％と最も高くなっています。 

不良度ランク別に見ると、比較的程度の良いＡ・Ｂランクの建物の割合

が５２％とほぼ平均程度ですが、第三者に危害を与えている建物の割合は

９％と臼田地区に並んで最も低いことから、老朽化した建物があっても第

三者に危害を与える状況になっている建物が少ないと言えます。 

 

（２）空き家の管理状況 

空き家の管理状況について、不良度ランク別（A（最も良い）～D（最も

悪い））に区分して集計した結果は図表１１のとおりで、全体では、比較的

管理状況の良い A、B の空き家と管理状況の悪い C、D の空き家がおおむね

半数ずつとなっています。地区別には野沢地区、東地区、浅科地区が管理状

況の悪い空き家がやや多くなっていますが、全ての地区で管理の不十分な空

き家がみられます。 
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図表 １１：地区別における不良度別空き家分布    （単位：件） 

 

また、第三者に危害を与えている可能性のある建物が全体の約２割弱とな

る６０２件見つかっています（図表１２参照）。 

このうち、第三者に危害を与えている可能性のある部位別の集計では、「外

壁の破損等」が最も多く、次いで「草木の繁茂」、「屋根の破損等」となって

います。 
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図表 １２：地区別における第三者に危害を与えている空き家数（単位：件） 
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図表 １３：第三者に危害を与えている可能性のある部位（ｎ＝７６４） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

「その他」の主なもの：金網、自動車、貯水槽、日よけシート、廃タイヤ、ソーラーシ

ステム、汲み取りトイレの換気パイプ など 
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（３）所有者の意向等 

空き家所有者等へのアンケート調査により、以下の傾向が分かりました。 

 

図表 １４：所有者の年齢（ｎ＝８８３） 

  

所有者の年齢について、８割以上が「６０歳以上」となっています。 

 

図表 １５：建物の建築時期（ｎ＝１,１０２） 

   

建物の建築時期について、約７割が昭和５５年以前の、いわゆる旧耐震基

準※7の建物となっています。 

                                                
※7 建築物の設計において適用される地震に耐えることのできる構造の基準で、1981（昭和 56）年 5 月 31 日ま

での建築確認において適用されていた基準をいう 

0 26
129

430

298

0.0%

2.9%

14.6%

48.7%

33.7%

所有者の年齢

２９歳以下

３０歳～４４歳

４５歳～５９歳

６０歳～７４歳

７５歳以上
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昭和５６年～昭和６４年

平成元年～平成１０年
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図表 １６：建物を使用していない理由（ｎ＝８６９） 

 

 

建物を使用しなくなった理由として、「住んでいた人が死亡したため」と

の回答が最も多く、その他相続を契機としている「相続等により取得したが

住む人がいないため」「相続人が定まらない（相続人確定の手続き中である

ため）」を合計すると、約半数が相続を契機とした空き家と言えます。 

 

図表 １７：建物を使用していない期間（ｎ＝８２９） 

  

建物を使用していない期間について、半数近くの建物が１０年以上の長期

にわたって使用していない状況になっています。 
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内円：件数
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図表 １８：現在の建物の状況（ｎ＝９１４） 

 

  

現在の建物の状況について、約７割が補修しなければ入居できない状況に

なっています。 

 

図表 １９：今後の活用方法の意向（ｎ＝１,０１８） 

 

 

今後の活用方法の意向について、売る・貸すに前向きな回答が約４分の１

あったほか、「解体したい」とする回答も約２割ありました。 
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４．空き家における課題 

実態調査の結果、市内の空き家に関して以下の課題が考えられます。 

 

（１）空き家の発生要因 

調査の結果等から、まず、空き家の発生要因として、以下のものが考えら

れます。 

① 相続を契機とした空き家の発生 

意向調査によると、空き家発生の契機として最も多かったのは相続を契

機としたもので、約半数を占めています。 

 

② 他人に貸すことへの抵抗感 

意向調査によると、「貸したい、貸してもいい」との回答は約４分の１

に留まっています。 

 

③ 改修、除却費用の捻出 

意向調査によると、約３分の２が補修を行わなければ入居できない状態

となっており、改修や除却費用の捻出が困難であることが空き家が放置さ

れる一因になっていると考えられます。 

 

④ 保有コストの問題 

空き家を除却し空き地にすると固定資産税等の住宅用地の特例が解除

され税金が高くなるため、除却が進まない一因になっていると考えられま

す。 

 

⑤ 買い手、借り手が見つからない 

意向調査によると、「売りたい、売ってもいい」、「貸したい、貸しても

いい」との回答が約４分の１ありましたが、買い手、借り手が見つからな

いということが空き家のままになっている一因と考えられます。 
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（２）空き家における課題 

① 空き家に関する課題 

Ａ 地区ごとの分布から考えられる課題 

実態調査の結果、空き家率は、人口・世帯数ともに増加している浅間地

区が最も低く、次いで世帯数の増加している野沢、浅科、中込、東地区の

順になっています。対して、世帯数の減少している望月、臼田地区は空き

家率が高水準となっており、今後の利活用等の促進が課題と考えられます。 

ただし、空き家の絶対数としては、最も空き家率の低い浅間地区が最も

多いことから、空き家率の多寡に関わらず空き家対策を講じる必要がある

と考えます。 

 

Ｂ 管理不十分な空き家の課題 

管理不十分な状態にあり、近隣住民や通行者に迷惑や危険が及ぶおそれ

のある空き家が約２割みられました。このような状況を改善するとともに、

今後このような空き家が増加しないようにする必要があります。 

なお、空き家の管理状況については、地区別に大きな差はなく、どの地

区にも管理不全な状態になっている空き家がみられます。空き家対策の大

きな目的は管理水準の向上にありますが、浅間地区のように建物が建て込

んでいる地域の方が、放置された空き家による周辺住民への影響が大きい

と考えられますし、望月、臼田地区のように世帯数が減少している地区も、

今後、放置された空き家が増加する懸念がありますので、管理水準の向上

についても地区別に区分することなく、対策を講じていく必要があると考

えます。 

 

② 所有者等に起因する課題 

Ａ 所有者等の年齢層から考えられる課題 

 所有者等が高齢者世帯である場合、体力、気力、思考力などの衰退並び

に資金力の低下により資産の管理に注意が行き届かなくなり、管理不十分
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な空き家を招く恐れがあります。又、高齢者は、遠隔地に居住する親族と

同居していたり、福祉施設に入所している場合もあります。 

 

Ｂ 相続登記未了から考えられる課題 

相続が発生した際に、相続登記が未了となっている空き家が多く、相続

人としての認識の希薄さが、その後空き家が管理不十分な状態となってい

く要因と考えられます。 

 

Ｃ 所有者等のリスク認識不足から考えられる課題 

不動産管理についての知識不足などにより、空き家を放置した場合のリ

スク（周囲への悪影響、所有者の管理責任など）を認識できていないこ

とが、「管理不十分な空き家」になる要因のひとつと考えられます。 

 

③ 空き家への対策に係る課題 

Ａ 部署を横断する体制に係る課題 

空き家の対応・対策に際しては、現在のところ、個々の空き家の状態や

問い合わせの内容によって所管部署が異なることが課題となります。 
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④ その他 

  民法第９４０条では、「相続人が財産の相続を放棄した場合でも、その放

棄によって相続人となった者が、相続した財産の管理を始めるまでは、相

続を放棄した者が、その放棄した財産の管理を継続しなければならないと」

規定されています。 

～民法抜粋～ 

第９４０条  

  相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財

産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意

をもって、その財産の管理を継続しなければならない 
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第３章 空家等対策における施策 

１．空家等対策に関する基本的な方針 

（１）空家等の適正管理の促進 

適切な管理が行われていない空家等を放置すると、安全性の低下、公衆衛

生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域住民の

生活環境に深刻な影響を及ぼす可能性があります。 

法は第３条において、「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を

及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるもの」と規定しているため、

空家等の管理責任は第一義的には所有者に帰します。よって本市は、これら

所有者が自発的・持続的な適正管理を行う事ができるよう、所有者及び管理

者への空家等の状況の周知、管理受託者の紹介や技術的な助言等の支援を実

施します。 

 

（２）空家等の活用・流通促進 

空家等の活用・流通を促進することにより、空家等の管理が適正化される

とともに、市内への移住促進を図ることができます。本市では、すでに運用

している空き家情報提供サービス「佐久市空き家バンク」を活用して、空き

家所有者への登録の推進、需要者となる移住者の誘致等を図ります。 

 

（３）「特定空家等」化の予防 

今後、所有者等の認識不足や高齢化又は相続に伴い、特定空家等の増加が

懸念されることから、今後特定空家等となることを予防する方策を実施しま

す。 

 

（４）情報基盤の整備 

空家等対策のための情報基盤として、「空き家データベース」を整備し、

当該データから得られる市内における空家等の分布状況や傾向を把握し、空
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家等対策の基礎資料とします。 

 

２．計画期間 

本計画の計画期間は、「平成３０年度から平成３４年度までの５年間」とし

ます。 

なお、社会情勢等の変化に応じ、必要に応じて見直しを行っていきます。 

 

３．対象とする地区 

本計画の対象地区は佐久市内全域とします。 

 

４．対象とする空家等の種類 

本計画で対象とする空家等の種類は、法第２条第１項に規定された「空家等」、

同法第２条第２項に規定された「特定空家等」とします。 

 

５．空家等の調査に関する事項 

（１）既に行った空き家の調査の概要 

① 現地調査 

平成２８年度に空き家と推定される建物の現地調査を実施しました。 

水道閉栓情報や民間の地図情報、その他苦情情報等により市内４,８３

３件の調査対象物件を抽出し現地調査を行った結果、３,１０３件の空き

家と推定される建物がありました。 

② 推定空き家物件の情報取得 

①の調査で発見された建物所有者等に対して、建物の状況や今後の意

向等についてアンケート調査を行い、平成２９年５月１８日時点におい

て、発送数２,２９８件に対して、１,１３１件の回答を得ました（回答率

４９％）。 
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（２）今後の調査 

平成２８年度に行った実態調査を基礎として、今後状況に応じた継続調査

を検討します。 

 

６．所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

空家等は、所有者等の財産であることから、所有者等において適正な管理に

努める義務があります。しかしながら近年は、適切に管理されていない空家等

が多く見受けられ、その要因として、相続などにより複雑な権利関係となって

いる場合や、所有者等が遠方に居住している場合、若しくは所有者の高齢化等

の問題が考えられます。そこで、市では所有者等に対して次の意識啓発等の支

援を行います。 

 

① 所有者等への情報提供 

広報誌及びホームページへの情報掲載などを通じ、空家等の適切な管理

について、所有者等への情報提供に努めます。 

 

② 所有者等への啓発 

空家等の所有者等に対して、固定資産税納税通知書を送付する際などに、

啓発パンフレットを同封することなどを通じて、所有者等による空家等に

対する管理意識の醸成を促し、空家等の適正な管理を促進します。 

 

③ 所有者等に対する相談体制の整備 

空き家の所有者等が抱える問題は多岐にわたることから、市担当課によ

る対応のほか、空き家の適正管理等に関する関係団体及び長野県並びに市

町村により構成される「長野県空き家対策支援協議会」が、空き家の適正

な管理や活用若しくは解体に至るまでの様々な相談に対応するために開

設した「空き家相談窓口」を内容に応じて紹介することなどにより、所有

者等が求める情報等が提供できる相談体制を構築します。 
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長野県空き家対策支援協議会 構成団体一覧 

専門家団体名 相談内容例 

一般社団法人 長野県建築士会 建物の不良度判定やリフォームに関すること 

一般社団法人 長野県建築士事務所協会 建物の不良度判定やリフォームに関すること 

長野県解体工事業協会 建物の解体に関すること 

一般社団法人 長野県宅地建物取引業協会 不動産の売買や賃貸に関すること 

公益社団法人 全日本不動産協会 長野県本部 不動産の売買や賃貸に関すること 

長野県司法書士会 不動産の相続登記等に関すること 

長野県土地家屋調査士会 建物の表示登記、土地の境界等に関すること 

 

④ 空家等に対するパトロールの実施と所有者等への啓発等 

本市が把握している空家等について、特定空家等になることを防止する

ため、パトロールの実施などにより現状を確認し、所有者等に特定空家等

にならないための啓発等を行います。 

また、措置を講ずるまでには至らないものについては、そのまま放置し

た場合には悪影響の程度と危険等の切迫性が今後増すことが予想される

ことから、定期的に現地調査するなどしてその状況を把握するとともに、

必要に応じ法第 12 条に基づく助言等の指導を行うこととします。 

 

【地区別の対策について】 

 実態調査の結果、不良度の悪い建物の割合が高いのは、野沢、中込、東地

区、第三者に危害を与えている建物の割合が高いのは、野沢、東、浅科地区

でした。 

 管理を促進していくにあたっては、これらの地区について、より重点的に

取り組んでいく必要があると考えられます。 

 

７．空家等及び除却した跡地の活用の促進に関する事項 

売却や賃貸が難しい郊外等にも空家等が多く存在しているため、以下に示す



27 

 

施策を通じて、所有者等に対して空家等の利活用を促します。 

 

（１）地域住民からの要望による活用 

地域交流、地域活性化、福祉サービスの拠点など地域に貢献できる施設と

して利活用可能な空家等及び跡地について、地域住民から要望があった場合、

所有者等の意向を踏まえ、地域住民に情報を提供します。 

 

（２）利活用可能な空家及び跡地の情報提供 

「空き家バンク」所管課と情報を共有することにより、空き家の所有者等

に積極的に働きかけ、「空き家バンク」への登録を促進します。 

 

【地区別の対策について】 

 実態調査の結果、空き家率の高い地区は、臼田、望月地区でした。 

 活用を促進していくにあたっては、比較的住宅のニーズが高いと思われる

浅間地区よりも、空き家率の高い地区について、より重点的に取り組んでい

く必要があると考えられます。 

 

８．特定空家等に対する措置等に関する事項 

特定空家等は、適切な管理が行われず地域住民の生活環境に悪影響を及ぼし

ていることから、市長は地域住民の生命、健康、財産を保護するとともに、健

全な生活環境の保全を図るため、必要な措置を講じます。 

特定空家等の判断、及び措置その他の対処については、「特定空家等に対す

る措置に関する適切な実施を図るために必要な指針 （ガイドライン）」を基礎

とした本市の判断基準に基づき、佐久市無居住家屋等対策協議会（以下、「協

議会」という。）で協議した上で市長が決定します。 

 

（１）措置の方針 

① 措置の優先 
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特定空家等のうち周辺建築物や道路又は不特定の者に対して悪影響を

及ぼすもの若しくは及ぼすおそれが高いものから優先して措置を行うも

のとします。 

 

② 措置内容の検討 

・特定空家等に対する措置を行うため、職員等は必要な限度において立

入調査を実施し、建築物の状況を把握します。 

・調査の結果に基づき、地域住民へ与えている悪影響を排除し、かつ所

有者等の負担が少ないと考えられる措置の内容を検討します。 

・措置の内容を決定するにあたり、協議会の意見を求めることとします。

また内容の変更を行う場合においても、必要に応じて協議会の意見を

求めるものとします。 

 

（２）措置の実施 

① 助言・指導 

「特定空家等」と認定され、特定空家等に対する措置を講ずる必要の

ある建築物については、協議会で十分に審議したうえで、法第 14 条第１

項に基づき、当該権利関係者に対し、助言又は指導といった行政指導を

行い、権利関係者自らの意思による改善を促していきます。 

これらの行政指導にあたっては、書面で行うことを原則とし、行政指

導の内容及びその理由、担当課、責任者、指導に係る措置を実施した場

合の報告先、改善されない場合は勧告を行う可能性について、勧告に至

った際には地方税法の規定による固定資産税・都市計画税の住宅用地特

例の対象から除外される旨などを告知するとともに、対象となる「特定

空家等」の現況や周辺へ悪影響をもたらしている状況等の写真のほか、

必要に応じ、相談窓口、公的支援などの資料も同封するなどして丁寧で

わかりやすい指導に努めます。 

また、場合によっては、書面による事務的な指導に留まらず、面会や

電話等の通信手段により、権利関係者等の事情を十分勘案し、それぞれ
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の個別具体的な状況に応じ、権利関係者自らが解決を図るよう丁寧な対

応に努めます。 

 

② 勧告 

法第 14 条第１項に基づく助言又は指導を行ったが、なお当該「特定空

家等」の状態が改善されないと認められるときは、協議会で十分検討・

協議のうえ、同条第２項に基づき、当該権利関係者に対し、相当の猶予

期限を設けて、必要な措置をとることを勧告することとします。 

勧告にあたっては、勧告に伴う効果を当該権利関係者に明確に示す観

点から、書面で行うものとし、勧告の送達方法については、慎重を期す

観点から配達証明郵便又は配達証明付き内容証明郵便とします。 

勧告を行う場合は、その権利関係者に対して、当該勧告に係る措置の

内容及びその理由・担当課・責任者・勧告に係る措置を実施した場合の

報告先、勧告に係る措置をとらなかった場合は命令を行う可能性につい

て、地方税法の規定に基づき固定資産税・都市計画税の住宅用地特例の

対象から除外されることを明確に示すこととします。 

 

 ③ 命令 

法第１４条第３項に基づき、上記勧告を受けたものが正当な理由がな

くその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると

認めるときは、協議会で慎重に検討・協議のうえ、当該権利関係者に対

し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命令す

ることとします。 

なお、命令の実施にあたっては、法に基づいて必要な事前手続きを実

施するものとし、命令の内容を正確に相手方に伝え、相手方への命令の

到達を明確にすることなど、処理の確実性を期すため書面で行うものと

し、その送達方法は、行政処分という重要性に鑑み、配達証明付き内容

証明郵便で行うものとします。 
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④ 行政代執行 

市長は、命令の措置が履行されないときや履行しても十分でない場合

等に、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）の規定に基づき、所有

者等が為すべき行為を所有者等に代わり行います。 

 

⑤ 略式代執行 

法第１４条第３項に基づき必要な措置を命じようとする場合において、

過失がなくてその命ぜられるべきものを確知することができないときは、

略式代執行を行います。 

 

   （３）固定資産税等の住宅用地特例措置の除外 

 法第１４条第２項の規定に基づく勧告を受けた特定空家等については、

固定資産税及び都市計画税の住宅用地の特例を解除します。 

 

図表 １７：固定資産税及び都市計画税の住宅用地の特例措置 

 

固定資産税 都市計画税

小規模住宅用地 面積が200㎡以下の部分 1/6に軽減 1/3に軽減

一般住宅用地 面積が200㎡を超える部分 1/3に軽減 2/3に軽減

特例内容
住宅用地の区分 住宅用地区分の範囲
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図表 １８：法における「特定空家等に対する措置」の手順フロー 

 

１　現地及び所有者等の調査【第９条～第１０条関係】 ない

■現地調査 ■所有者等の調査

(1)現地調査による空家等の状態の把握 (1)所有者等の特定

(2)立入調査の実施

(3)対応方策の検討

３　助言又は指導【第１４条第１項関係】 ２　所有者等の事情の把握

(1)助言又は指導の実施 (1)所有者等の事情の把握

(2)助言又は指導実施後の対応 (2)所有者等の事情に応じた解決策の検討

４　勧告　【第１４条第２項関係】

確知できた所有者等に措置を

改善 (1)勧告の実施 講ずる権原がない

(2)関係部局 （税務、その他） への情報提供

(3)勧告に従い措置が実施された場合の対応

(4)勧告に従わなかった場合の対応

(5)所有者等が変わった場合の対応

改善 ５意見書等の提出の機会【第１４条第４項～第８項関係】

(1)措置を命じようとする者への事前の通知

(2)公開による所有者等からの意見の聴取

６　命令 【第１４条第３項関係】 きない場合

改善 (1)命令の実施

(2)標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法

による公示

(3)命令に従い措置が実施された場合の対応

(4)過料の手続き

改善 ７　行政代執行【第１４条第９項関係】

８　略式代執行【第１４条第１０項関係】

(1)実体的要件の明確化

(2)文書による戒告 (1)略式代執行を行うことができる要件の確認

(3)代執行令書による通知 (2)事前の公告

(4)執行責任者証の携帯及び提示 (3)略式代執行の対象となる特定空家等の中の

(5)代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取扱い 動産の取扱い

(6)費用の徴収 (4)費用の徴収

活用

支援

事案の発生　（市民相談、実態調査等）

確知することが

所有者等を確知

することができ

過失なく措置を

ぜられるべき者

※現地調査と所有者等の調査の順序は事案

に応じて判断する （同時並行も可）

特定空家等判定基準により

特定空家等に該当する場合

ｖ
ｖ

ｖ
ｖ



32 

 

９．住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

 空家等に関する相談窓口は建築住宅課とします。また、空家等の相談内容は

多岐にわたることから、庁内の関係部署、関係団体と連携し、対応することと

します。対応内容については、経過等について記録し、情報を共有します。 

 

１０．空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

空家等対策を効果的かつ効率的に推進するために、外部有識者等による協議

会のほか、関係各課による庁内会議を設置します。 

 

（１）協議会 

① 名称 

 佐久市無居住家屋等対策協議会 

 

② 主旨 

空家等の増加が住民の生活環境をはじめとする様々な課題を生じさせ

ている状況に対し、無居住家屋等対策計画の策定及び変更のほか、各種施

策（特定空家等の認定など）の実施に関する協議を行うため（法第７条に

基づき、平成２９年３月に設置）。 
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③ 委員構成及び役割 

構成団体 役割 

佐久市（市長）  

佐久市議会 地域のニーズに基づいた立法政策の観点 

長野県弁護士会 佐久在住会 法務的の観点 

長野県司法書士会 佐久支部 不動産の権利関係に係る登記に関する観点 

長野県宅地建物取引業協会 佐久支部 不動産流通の動向に基づく利活用の観点 

長野県建築士会 佐久支部 建物の不良度判定やリフォームに関する技術的観点 

佐久市社会福祉協議会 独居者等の福祉的観点 

佐久市区長会 生活者としての観点 

市民公募 生活者としての観点 

佐久市民生児童委員協議会 独居者等、地域の実情に基づく福祉的観点 

佐久警察署 防犯の観点 

佐久消防署 消防法の観点 

佐久建設事務所 建築課 総合的な空家等対策の観点 
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（２）庁内体制 

① 名称 

 佐久市無居住家屋等対策庁内会議 

 

② 主旨 

横断的な対策及び施策の実行が求められる空き家対策に係る実務者会

議として、並びに協議会での議題及び内容を検討する事前会議として、庁

内会議を設置します。 

 

③ 庁内組織体制と担当業務 

空家等対策に関する庁内の組織体制及び担当業務は、図表１９に示す内

容とします。 
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  図表 １９：庁内組織体制と担当業務 

 

  

部局名 課 名 係 名 役 割 
現 状 

把 握 

適 正 

管 理 
利活用 

総務部 

総務課  文書法規係 
法的な見地に関する事項 (関連する法律

の解釈に関する確認等) 
  ○   

財政課 財政係 予算措置に関する事項 (財政面の調整)   ○   

税務課 資産税係 
固定資産税に関する事項 (所有者情報等

の提供、特定空家等認定時の措置) 
  ○   

危機管理課 危機管理係 
防災に関する事項  (防災上危険な家屋等

に関すること) 
  ○   

市民 

健康部  
市民課 市民戸籍係 

戸籍調査に関する事項 (所有者不明空家

等に関すること) 
○     

環境部 

環境政策課 環境保全係 
敷地内の環境保全に関する事項 (敷地内

における草木の適正管理に関すること) 
  ○   

生活環境課 環境衛生係 
敷地内のゴミ等に関する事項 (不法投棄

等の指導) 
  ○   

福祉部 

福祉課 地域福祉係 
空き家予備軍に関する事項 (空き家予備

軍・・・いずれ空き家になりそうな家屋) 
○ ○   

子育て支援課 子育て支援係 
子どもの安全に関する事項等 (危険な空

家等による事故の未然防止) 
  ○   

高齢者福祉課 高齢者支援係 
空き家予備軍に関する事項 (空き家予備

軍・・・いずれ空き家になりそうな家屋) 
○ ○   

経済部 

耕地林務課 農村整備係 
農道の安全管理に関する件 (農道に面す

る危険な空家等に関すること) 
  ○   

商工振興課 商工業支援係 
空き店舗や空き店舗兼住宅に係る情報提供

に関すること 
  ○ ○ 

観光交流推進課 交流推進係 
空き家バンク事業に関する事項 (活用可

能な空き家の情報提供) 
  ○ ○ 

建設部 

土木課 管理係 
市道の安全管理に関する事項 (市道に面

する危険な空家等に関すること) 
  ○   

都市計画課 まちづくり推進係 計画的なまちづくりに関すること    ○   

地域局 各支所 経済建設環境係 
支所における窓口対応および初動確認に関

すること 
○ ○   

学校 

教育部 
学校教育課 学務係 

市道(通学路)の安全管理に関する事項等 

(通学路付近の危険な空家等に関すること) 
  ○   
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（３）関係機関等との連携 

① 不動産関係団体との連携 

空家等の所有者等から、空家等や跡地の利活用について相談があった場

合、不動産関係団体と相互に連携して、空家等の市場への流通を促進する

ことにより、特定空家等の発生の防止と空家等の利活用を推進します。 

 

② 自治会等との連携 

地元を良く知る自治会等の協力なくして、空家等対策は推進できません。 

自治会等からの空家等に関する情報提供や、跡地の利活用等、相互に連

携・協力して空家等対策を推進します。 

 

③ 警察との連携 

管理不十分な空家等は犯罪の温床となり、危険性を秘めていることは

否めません。このため、犯罪防止上必要な限度において、空家等の情報を

共有するなど、相互に協力するものとします。 

 

④ 消防との連携 

消防法では、「消防署長等は、火災の予防に危険であると認める行為者

や物件の所有者等に対して、必要な措置をとるべきことを命ずること」と

されています。空き家対策にあたっても、火災予防上必要な限度において、

空家等の情報を共有するなど、相互に協力するものとします。 

 

⑤ その他関係団体との連携 

空き家に関する相談に適切に対応するために、以下の各関連分野におけ

る関係機関、民間事業者団体との連携及び協力要請を検討します。 

 

■弁護士・司法書士・土地家屋調査士・行政書士等 

相続に関する相談及び調査、財産の所有権移転手続き 

特定空家等の所有者等との折衝等 
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■不動産鑑定士・宅地建物取引士 

所有者等の空き家利活用相談や提案、再建築の可否や市場性判断等 

■建築士・建設業者 

空き家の修繕、改善、耐震診断、解体などの相談及び技術的な対応等 

■その他関連事業者団体や NPO 等 

巡回管理・家屋整理・遺品整理・産業廃棄物処理業者・まちづくり 

移住サポート・居住支援等の関連事業者団体や NPO 等の団体 

 

１１．その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

（１）計画内容の見直し 

本計画は、空家等対策の実施に関して必要な事項を定めておりますが、地

域情勢の変化や市民からのニーズの変化により、新たな空家等対策が必要と

なった場合は、本計画の内容を見直すものとします。 

 

 

 

 

 



佐久市無居住家屋等対策協議会 今後のスケジュールについて 

 

１ これまでの経過 

回 数 期 日 内 容 

第 1 回 平成 29 年 3 月 17 日 
・空家等対策の推進に関する特別措置法について 

・佐久市の現状と今後の日程について 

第 2 回 平成 29 年 5 月 25 日 

・無居住家屋等実態調査結果（速報）について 

・特定空家等判断基準書について 

・佐久市無居住家屋等対策計画（案）について 

・今後のスケジュールについて 

 

２ 今後のスケジュールについて 

回 数 時 期 内 容 

 
平成 29 年 

5 月 25 日～6 月 9 日 

・佐久市無居住家屋等対策計画（案）に対する意見等受付

【委員より】 

 
平成 29 年 

6 月 12 日～6 月 23 日 
・委員の意見等に基づき第 1 案修正（＝第 2 案作成） 

 平成 29 年 7 月中旬 ・企画調整幹事会 

 平成 29 年 7 月下旬 ・企画調整委員会 

 平成 29 年 8 月上旬 ・庁内照会 

 
平成 29 年 

8 月上旬～8 月中旬 

・企画調整委員会等の意見に基づき第 2 案修正（＝第 3 案

作成） 

第 3 回 平成 29 年 8 月下旬 
・佐久市無居住家屋等対策計画（第 3 案）について 

・特定空家等への対応について 

 
平成 29 年 

8 月下旬～9 月上旬 
・委員の意見等に基づき第 3 案修正（＝第 4 案作成） 

 
平成 29 年 

9 月中旬～9 月下旬 
・佐久市無居住家屋等対策計画パブリックコメント募集 

 
平成 29 年 

10 月上旬～10 月中旬 
・パブリックコメントに基づき第 4 案修正（＝第 5 案作成） 

第 4 回 平成 29 年 11 月下旬 
・佐久市無居住家屋等対策計画（第 5 案）について 

・特定空家等への対応について 

 
平成 29 年 

12 月上旬～12 月中旬 
・委員の意見等に基づき第 5 案修正（＝第 6 案作成） 

第 5 回 平成 30 年 1 月下旬 
・佐久市無居住家屋等対策計画（第 6 案）について 

・特定空家等への対応について 

 平成 30 年 2 月下旬 ・佐久市無居住家屋等対策計画公表 
 

資料７

料４ 


